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（訂正）「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」の一部訂正について 
 

当社は、2025 年６月 24 日付で公表いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」に

つきまして、株式会社証券保管振替機構の定めにより、当社の株主確定日（2025 年６月 30 日）から７営業日以内

は、臨時株主総会招集のための基準日に設定できないことが判明したため、以下のとおり訂正いたします。訂正

箇所には、下線を付して表示しております。 

 

記 
 

１． 本臨時株主総会に係る基準日等について 

【訂正前】 

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年７月９日（水曜

日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決

権を行使できる株主といたします。 

(１) 基準日 2025 年７月９日（水曜日） 

(２) 公告日 2025 年６月 24 日（火曜日） 

（省略） 

 

【訂正後】 

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年７月 15 日（火曜

日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決

権を行使できる株主といたします。 

(１) 基準日 2025 年７月 15 日（火曜日） 

(２) 公告日 2025 年６月 30 日（月曜日） 

（省略） 

 

２． 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等についてその他 

【訂正前】 

本臨時株主総会は、2025 年８月 26 日（火曜日）に開催を予定しており、監査等委員取締役１名の選任を付議す

る予定です。 

（省略） 

 

【訂正後】 

本臨時株主総会は、2025 年９月２日（火曜日）に開催を予定しており、監査等委員取締役１名の選任を付議す

る予定です。 

（省略） 

 

以 上 

会 社 名  ネットイヤーグループ株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 CEO 廣 中 龍 蔵 
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